
第六次吉見町総合振興計画後期基本計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

 町政運営の総合的指針となる第六次吉見町総合振興計画 前期基本計画（以下、「前期

基本計画」という。）が令和７年度に目標年次を迎えることから、令和８年度から１２年

度を計画期間とした第六次吉見町総合振興計画 後期基本計画（以下、「後期基本計画」

という。）を策定する。 

 後期基本計画の策定にあたり、社会状況や本町の抱える課題、前期基本計画及び総合

戦略の検証結果を踏まえるとともに、町民意見の取り入れなど、膨大なデータの収集や

多様かつ高度な分析等が必要であり、効率的に策定作業を進めるため、豊富な経験と高

い専門知識を有する事業者に策定支援業務を委託するものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名  

第六次吉見町総合振興計画後期基本計画策定業務委託 

（２）業務内容 

   「第六次吉見町総合振興計画後期基本計画策定支援業務委託仕様書（以下、「仕様書」

という。）」のとおり。ただし、事業者の企画提案内容に応じて、委託料の範囲内で

仕様を変更することがある。 

（３）委託期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託金額上限 

10,813,000円（税込） 

 

３ 参加資格要件 

  参加資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１） 町の締結する契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく、指名停止措置を受けてい

ないこと。 

（２） 他の地方公共団体において、過去５年以内に本業務と同等以上（総合振興計画策定

業務委託（前期・後期計画のみの場合を含む））の業務を受注し、完了した実績を

有し、かつ業務内容の調整が必要な場合に、即対応ができる体制がとれる者である

こと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない 

   こと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続き開始の申立て又 

   は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続き開始の申立て 

   がなされていないこと。 



（５）吉見町暴力団排除条例（平成２４年６月１１日条例第１３号）第２条に規定する暴 

力団、暴力団員等に該当しないこと。 

（６）法人格を有し、本業務に関する委託契約を町との間で直接締結できる民間事業者で 

   あること。 

（７）祖税公課の滞納がないこと。 

（８）個人情報保護方針等を整備し、個人情報を適切に利用、管理する体制が整っている 

   こと。 

 

４ 実施スケジュール（予定）  

内容 日程 

①  実施要領の公表 令和７年４月３０日（水） 

②  質問書提出期限 令和７年５月 ９日（金）午後５時 

③  質問に対する回答の公表 令和７年５月１５日（木） 

④  参加書等の提出期限 令和７年５月１９日（月）午後５時 

⑤  一次書類審査・結果通知 

（二次審査日程を併せて通知） 

令和７年５月下旬 

⑥  二次審査（プレゼンテーション） 令和７年６月上旬 

⑦  二次結果結果の公表・通知 令和７年６月中旬 

⑧  契約締結及び業務開始 令和７年６月下旬 

 ※現時点での予定であり、都合により変更する場合があります。 

 

５ 選定方法及び結果の通知 

（１）【一次審査】企画提案書等の書面審査 

 本プロポーザルの参加者が５者以上となった場合、別紙の審査表に基づき、一次審査

を行い総合点の高い者から順に上位５者を選定する。 

 ※審査の結果は、書面をもって通知するものとし、審査結果についての問合せ及び異

議申し立ては受け付けない。 

 

（２）【二次審査】プレゼンテーション 

 選定委員会委員が別紙の審査表に基づき実施する。各委員の総合点の合計が最も高い

者を委託予定業者とする。 

※総合点が同じ者が２者以上いる場合には、各委員の採点で１位を獲得した数が多い 

者とし、なお同じ者が２者以上いる場合には、見積金額が最も低い者を委託予定業

者とする。 

 

（３）【共通】 

審査の結果は、書面をもって通知するものとし、審査結果についての問合せ及び異 

議申し立ては受け付けない。 



企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、

本業務の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等を提出した者を委

託先候補者として選定する。 

  なお、審査はプレゼンテーション審査とする。 

 

６ 二次審査（プレゼンテーション） 

  一次審査で選定した者について、企画提案書等及び関係書類に基づきプレゼンテーシ

ョンにより審査を行う。 

（１） 実施日及び会場 

令和７年６月上旬頃に吉見町役場庁舎において実施する。なお、プレゼンテーショ

ンの時間等詳細は別途通知する。 

（２） 参加者 

プレゼンテーションの参加者は３名（パソコン操作員は除く）までとする。なお、本

業務を主で担当する者は必ず参加するものとする。 

（３） 所要時間 

各提案者３０分程度（プレゼンテーション２０分、質疑応答１０分） 

（４） 実施方法 

事前に提出する提案書の内容に基づいてプレゼンテーションを行うこと。なお、パ

ワーポイント等のプレゼンテーションソフトを使用する場合は、提案者がパソコン

及び説明用データを用意すること。（プロジェクター及びスクリーンは町が用意す

る。） 

※追加の資料提出は認めない。 

 

７ 公募方法 

  令和７年４月３０日（水）から令和７年５月１９日（月）までの間、町ホームページ

等に情報を掲載し、公募を行う。 

 

８ 提出書類等 

（１）提出書類 

No. 内容 提出部数 

１ 参加書兼誓約書（様式第１号） １部 

２ 会社概要（様式第２号） ４部 

３ 類似業務請負実績書（様式第３号） ４部 

４ 
商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書 

（提出日前３か月以内に発行されたもの） 
１部 

５ 
国税及び地方税の滞納がないことの証明書又はその写し

（提出期限から６か月以内のものに限る） 
１部 

６ 提案書（※下記「提案書作成方法」を参照） ４部 



７ 
見積書（任意様式） 

※見積金額の内訳書についても添付すること 

正本 １部 

副本 ３部 

 ※副本については、写し可とする。 

 

（５） 提案書作成方法 

① 様式 

提案書の様式は自由とする。表紙を含みＡ４版で２０枚以内（両面印刷可）にまと

めて製本すること。なお、製本の体裁は自由とする。 

② 構成・内容 

提案書は、別添仕様書の内容を踏まえながら、以下に記載された項目順で記載し、

作成すること。 

  

≪提案書記載項目≫ 

項目１ 基本的事項 ・会社の概要 など 

項目２ 事業の提案 

・別紙『第六次吉見町総合振興計画後期基本計

画策定策定支援業務委託仕様書』の「４ 委託

内容」に示す項目に沿った提案とすること  

項目３ セキュリティ体制 
・個人情報の適正な取り扱い等のセキュリティ 

 体制 など 

項目４ サポート体制 ・各種問合せへ対応 など 

項目５ 類似業務受託実績 ・他自治体の受託実績 など 

項目６ スケジュール ・業務開始に向けたスケジュールの提示 

項目７ その他（自由提案） ・その他ＰＲポイント など 

 

（３）提出方法  

   持参または郵送とし、提出期限必着とする。  

   ※提案書は電子メールも合わせて送付する（PDF、PowerPoint、等。） 

（６） 提出先 

① 持参または郵送先 

〒３５５－０１９２ 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷４１１番地 

吉見町総合政策課政策推進係  

② 電子メール 

y-0245@town.yoshimi.saitama.jp 

（５）提出期限  

   令和７年５月１９日（月）午後５時 必着  

（６）提出書類等の取り扱い  

① 提出された提案書等は返却しない。また、提案書等は契約候補者の選定以外に提 

    出者に無断で使用しない。  



  ② 提出された提案書等の再提出及び記載内容の変更は、原則認めない。  

  ③ 提出書類等に係る費用は、提案者負担とする。  

（７）質問書の提出 

   提案書提出にあたり、各提案者からの質問は以下のとおり受付し、回答する。 

② 提出書類 質問書（様式第４号）  

③ 提出期限 令和７年５月９日（金）午後５時まで 

④ 提出場所 吉見町総合政策課政策推進係  

⑤ 提出方法 電子メールで提出すること。メールのタイトルは、「第六次吉見町総合   

     振興計画後期基本計画策定業務委託に関する質疑について」とする。 

  なお、送信後は到達の確認を必ず行うこと。  

⑥ 送 付 先 y-0245@town.yoshimi.saitama.jp 

⑦ 回  答 令和７年５月１５日（木）までに質問された回答を町ホームページに 

     掲載する。  

 

７ 結果の通知  

  選定の結果は、一次審査及び二次審査ともに、各提案者に文書で通知する。 

 

８ 契約について 

（１）受託候補者と契約内容に関する協議が整い次第、地方自治法施行令第１６７条の２ 

   第１項第２号の規定により随意契約の手続きを行うものとする。 

   その際、受託候補者は、あらためて見積書を提出するものとする。  

（２）契約内容は、仕様書及び提案書に基づき決定する。  

（３）選定後、契約の参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約候補者としての資格 

   を取り消す場合がある。  

 

９ 失格事項  

  次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。  

（１）参加資格要件を満たしていない場合。  

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合。  

（３）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。  

（４）本実施要領に違反した場合。  

（５）その他本プロポーザルの公平性を害する行為をした場合。  

 

１０ 問い合わせ先  

  吉見町総合政策課政策推進係  

  電 話：０４９３－５４－５０２６ （直通） 

  メール：y-0245@town.yoshimi.saitama.jp 


